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香川県地域医療再生計画 

 

  

１．計画の趣旨  

 

  本計画は、香川県において産科・小児科・救急医療等の医師の確保、重症患者に

対応した救急医療及び周産期の医療提供体制の整備等が喫緊の課題となっている

ことを踏まえ、これら地域医療が直面する課題を解決することを目的として、「地

域医療再生計画について」（平成２１年６月５日医政発第 0605009 号厚生労働省医

政局長通知）に基づき、緊急かつ重点的に取り組む必要がある施策の目標及び実施

計画を策定するものである。 

  本計画の策定に当たっては、年齢階級別及び男女別の将来推計人口並びに受療率

に基づき、二次保健医療圏（以下「医療圏」という。）注ごとの疾患別の将来の患者

数を推計することにより、現時点だけでなく、今後１０～２０年先の地域医療を取

り巻く課題に対応した定量的な目標を設定した。 

  なお、身近な地域で必要な医療を受けることができる体制を確保するためには、

本計画に基づく医師確保対策や医療提供体制を強化するための各医療機関、医療関

係者及び自治体による取組だけでなく、「地域の医療は地域の住民が守る」という

県民一人ひとりの意識が不可欠である。県としては、本計画の実施とともに引き続

き「地域医療を守るための宣言（ルールやマナーを守りましょう）」の定着など地

域医療に関する県民の理解と意識の醸成にも取り組むこととする。 

注：本県の医療圏は、県東部の大川医療圏、小豆島等の小豆医療圏、高松市を中心とする高

松医療圏、県中部の中讃医療圏、県西部の三豊医療圏の５医療圏から構成されている。 

 

 

２．計画が対象とする重点分野 

 

（１）本県では、平成２０年度県政世論調査（平成２０年７月実施：標本数３千人、

有効回収数３９％）において、地域医療の確保に関し特に力をいれるべき分野に

ついて、県民の意見を聞いたところである（複数の施策から３つを選択）。 

世論調査の結果では、６割を超える者（６１．５％）が「医師や看護師など医

療従事者の確保・育成」を選択し、４割を超える者（４３．５％）が「夜間や休



 ２ 

日などの救急医療体制の確保」を選択している。次いで「在宅で寝たきりなどに

なった場合の在宅医療・在宅歯科医療の充実」が３１．８％、「無駄な受診をしな

いための患者への意識啓発、情報の提供」が２７．３％、「医療機関間の連携（診

療の計画の共有化等）や役割分担の推進」が２６．６％、「がんなどの緩和ケアに

対応できる医療機関の整備」が２６．２％、「出産や子育てに関する医療の確保」

が２４．２％、「へき地や地域で幅広い領域の診療に対応できる病院・診療所の確

保・充実」が１８．９％、「高度な先進医療の推進」が１６．３％となっている。 

   年齢別では、各年代で「医師や看護師など医療従事者の確保・育成」が最も高

く、次いで「夜間や休日などの救急医療体制の確保」、３番目に高いのが３０代で

は「出産や子育てに関する医療の確保」、４０代では「がんなどの緩和ケアに対応

できる医療機関の整備」、５０代以上では「在宅で寝たきりなどになった場合の在

宅医療・在宅歯科医療の充実」となっている。 

   圏域別では、各医療圏で「医師や看護師など医療従事者の確保・育成」が最も

高く、次いで「夜間や休日などの救急医療体制の確保」、３番目に高いのが東讃地

域注１では「がんなどの緩和ケアに対応できる医療機関の整備」、高松地域注２では

「医療機関間の連携や役割分担の推進」、その他の地域では「在宅で寝たきりなど

になった場合の在宅医療・在宅歯科医療の充実」となっている。 

注１ 東讃地域：東かがわ市、さぬき市。なお、集計上の分類である。 

注２ 高松地域：高松市、三木町、直島町、綾川町。なお、集計上の分類である。 

 

（２）本県では、医師確保対策の検討のため、医療圏ごとの年齢階級別・男女別の将

来推計人口（国立社会保障人口問題研究所「日本の市区町村別人口推計（平成２

０年１２月）」を集計）に基づき、疾患ごとの年齢階級別・男女別の受療率（人口

１０万人当たり患者数、厚生労働省「患者調査（平成１７年）」）を用いて、疾患

ごとの将来の患者数を推計（以下「患者推計」という。）したところである。 

患者推計によれば、本県全体の患者数の見通しについて、以下の結果が得られ

たところである。 

  ① 本県全体の患者数は、２０１５年～２５年には現在（２００５年）よりも約

５％増加するが、その後減少局面に入り、２０３５年には現在と同程度の水準

になることが見込まれる。 

  ② 患者に占める６５歳以上の者の割合は、現在は５割強であるが、２０３５年

には７割近くに達する。 

  ③ 脳梗塞や心疾患など循環器系の患者数は、２０２０年には現在よりも約２

０％増加し、救急医療に対する高い需要増が見込まれる。 

④ がん（新生物）の患者数は、２０１５年～２０年には現在よりも１０％以上

増加する。 
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  ⑤ 骨折など筋骨格系の患者数は、２０３５年には現在よりも約１５％増加する。 

  ⑥ 妊娠・分娩、周産期の患者数は減少傾向にあり、２０３５年には現在の６割

程度の水準に減少する。 

   医療圏別にみると、以下の結果が得られたところである。 

① 高松医療圏は、患者数が２０２０年～３０年までに現在よりも約１０％増加

する。特に、循環器系の患者数は、２０１５年までに現在より２０％、２０２

５年までに３４％増加し、救急医療に対する非常に高い需要増が見込まれるこ

とから、救急医療体制の強化が喫緊の課題である。がん（新生物）の患者数も、

２０２０年には現在より約２０％増加する。 

  ② 小豆医療圏は、患者数が２０３５年には現在の８割以下の水準に減少するが、

患者に占める後期高齢者の割合は、現在の４割程度から２０３５年には６割程

度に増加する。高度医療へのアクセスに地理的制約がある中で、圏域を超えた

救急搬送や高齢者の増加に対応した保健福祉サービスの確保が必要である。 

③ 中讃医療圏は、患者数が２０１５年までに現在よりも約５％増加するが、そ

の後は減少が見込まれる。循環器系の患者数は、２０２０年には現在より１８％、

２０２５年には現在より２３％増加し、救急医療への高い需要増が見込まれる。 

  ④ 大川医療圏は、患者数が２０３５年には現在の９割程度に減少するが、循環

器系の患者数は、２０２５年までに現在より１６％増加し、引き続き、救急医

療に対する需要増が見込まれる。 

⑤ 三豊医療圏は、患者数が２０３５年には現在の９割程度に減少するが、循環

器系の患者数は、２０２５年までに現在より１１％増加し、引き続き、救急医

療に対する需要増が見込まれる。 

 

（３）本計画の策定に当たって、県医師会、香川大学医学部、地域の中核病院等から

構成される検討の場で、救急医療体制のあり方、周産期・小児医療体制のあり方

等について議論したところ、以下のような意見があったところである（詳細は、

現状と課題に記述）。なお、医師確保対策は、県医師会、香川大学医学部、県内の

中核病院をメンバーとする「地域医療人育成専門委員会」において、若手医師が

県内に定着するための方策について議論し、同委員会の提言を踏まえ、平成２２

年度から「香川県医師育成キャリア支援プログラム」を実施することとしている。 

  ① 高松医療圏では、現在の二次輪番体制にほころびが生じ、一部の病院への救

急搬送が増加しているなど、このままでは救急の受入れが困難になるおそれが

ある。県立中央病院等で重症患者の受入れのベッドを確保するためのリハビリ

期・維持期に対応した後方支援の機能を担う医療機関も不足している。２５年

度に開院予定の新県立中央病院の移転整備と２６年度に開院予定の新高松市民

病院の移転整備にあわせ、地区医師会が協力した初期救急体制の拡充を含め、
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救急医療体制の拡充・機能強化が必要である。 

  ② 大川医療圏では、中核病院であるさぬき市民病院は、３０分圏内の高松医療

圏に香川大学医学部附属病院があり、周辺に開業医も少ないことから、患者が

一次機能を求めており、高度医療への機能の特化が難しい状況にある。高齢者

の患者の増加等に備えて、在宅復帰に向けた機能の強化が必要になっている。 

  ③ 小豆医療圏では、基幹病院の一つである内海病院の循環器内科の常勤医２名

の退職等により、高松医療圏の救命救急センター等への防災ヘリコプターによ

る救急搬送が増加しているが、２２年度も医師が退職するおそれがあり、二次

救急の機能の維持も危機的状況にある。医師だけでなく、看護師も特に若い看

護師が島外に出ていってしまうため、看護師の確保・定着策も喫緊の課題であ

り、医療従事者の確保の抜本的な対策が急務である。 

  ④ 中讃医療圏では、善通寺病院で常勤の脳外科医が退職してから、善通寺市内

の救急患者が丸亀市の香川労災病院等に搬送されるなど、一部の医療機関に救

急搬送のしわ寄せが生じている。救急病院の時間外の患者の８割以上が入院を

要しないいわゆる軽症患者であることから、勤務医が疲弊して救急体制が崩壊

しないためには、地域の開業医が協力した初期救急体制の整備が必要である。 

  ⑤ 三豊医療圏では、診療所医師の高齢化・無床化、夜間の看護師等のスタッフ

の不在等により、深夜の初期救急に対応できる開業医がほとんどいなくなって

おり、三次機能まで担う三豊総合病院に初期救急の患者が押し寄せ、勤務医の

負担が急増している。今後も高齢者を含めた圏域内の救急需要は増えると見込

まれることから、地域の開業医と連携した救急医療体制の強化が必要である。 

  ⑥ 県全体の救急医療体制は、当直医の専門分野以外は対応できない輪番病院や

初期救急に対応できない開業医の増加等を背景として、二次医療圏単位の輪番

体制を前提とした従来型の救急体制の維持が限界になりつつある。勤務医が疲

弊して救急医療体制そのものが崩壊しないためには、入院を要する中・重等症

以上の患者（従来は二次輪番と三次救急医療機関で対応）の救急医療は、二交

代制に向けて一定数以上の救急医を確保した医療機関で対応するなど、救急機

能の集約化が必要であり、本県の人口規模と面積を勘案すれば、三次機能を担

う医療機関を中核として県全体を２つの圏域に再編することが望ましい。 

⑦ 総合周産期の医療体制については、新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）だけでな

く後方病床が十分でないため、ハイリスクの母体や新生児の円滑な受入れに支

障が生じている。小児の救急体制については、中讃医療圏の香川小児病院では、

時間外の小児患者の受入れが年間２万件程度に達しており、中讃医療圏以外の

他医療圏からの患者の受診が半分ちかくを占めている。産科と小児科は、医師

不足も深刻化しており、重点的な医師確保対策を講じる必要がある。 
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（４）県政世論調査及び患者推計を踏まえると、地域医療の確保のため以下の対策に

優先的に取り組むことが求められるが、県内の中核病院や香川大学医学部等によ

る検討の場でも「救急医療体制の強化」と「医師確保対策」を求める意見が大き

かったことから、本計画では特にこの２つの対策に重点的に取り組むこととする。 

① 医師や看護師など医療従事者の確保・育成の推進 

② 脳梗塞や心疾患等の緊急性の高い重症患者に対応できる救急医療体制の強化 

③ 高齢者の患者の増加に対応した在宅医療・歯科医療体制の整備・充実 

④ 出産や子育てに関する医療の確保 

⑤ がんなどの高度医療を安心して受けることができる体制の確保 

 

 

３．計画が対象とする医療圏 

 

（１）本県の医療圏は、県東部の大川医療圏、小豆島の小豆医療圏、高松市を中心と

する高松医療圏、県中部の中讃医療圏、県西部の三豊医療圏の５医療圏から構成

されている。各医療圏の人口（平成２０年３月末現在）は、大川医療圏が約９万

１千人、小豆医療圏が約３万４千人、高松医療圏が約４５万５千人、中讃医療圏

が約３０万３千人、三豊医療圏が約１３万７千人となっている。 

 

（２）医師確保については、県全体の人口１０万人当たりの医師数（平成１８年末）

は２３８.７人であり、全国平均（２０６.３人）と比較すると約１６％プラスの

水準である。医療圏別では、大川医療圏が１５５.２人、小豆医療圏が１５７.１

人、高松医療圏が２８６.６人、中讃医療圏が２２３.７人、三豊医療圏が１８７.

７人となっており、高松医療圏は全国平均より約４０％プラスの水準であり県内

の医療人材が集中しているが、大川医療圏及び小豆医療圏は全国平均よりマイナ

ス約２５％、三豊医療圏はマイナス約１０％の水準となっている。 

   圏域間で医師が偏在していることから、医師不足の地域で必要な医師が確保で

きるよう、県行政、県医師会、香川大学医学部、県内の中核病院等が協力して県

全体の視点から医師確保対策に取り組む必要がある。 

特に、小豆医療圏は、離島であるため、高松医療圏など他の地域から医師や看

護師が通勤することが困難であり、地域で医師や看護師を確保し、定着を図る必

要もあるが、圏域内で若年人口そのものの減少が進んでおり、他の医療圏と連携

した抜本的な医療従事者の確保対策が急務となっている。 

 

（３）地域医療再生計画は、国の策定指針において、医療圏単位を基本に２つの医療
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圏まで策定することとされている。本県の地域医療再生計画では、救急医療体制

の機能強化・再編を機軸として、以下の理由により、「高松医療圏（隣接する小豆

及び大川医療圏のうち救命救急センターを中心に医療機関の連携体制を構築し、

救急医療体制を整備する地域を含む）」と「中讃医療圏（隣接する三豊医療圏にお

ける救命救急センターの整備による救急医療体制の整備を含む）」を対象として計

画を策定する。 

   なお、医師・看護師確保対策など県全体で取り組むことが必要な具体的事業に

ついては、便宜的に両医療圏の計画に分割して盛り込むこととする。 

① 救急医療体制については、当直医の専門分野以外は対応できない輪番病院の

増加等を背景として、二次医療圏単位の輪番体制を前提とした従来型の救急体

制の維持が限界になりつつある。勤務医が疲弊して救急医療体制そのものが崩

壊しないためには、中・重等症以上の患者は二交代制に向けて一定数以上の救

急医を確保した医療機関で対応するなど、救急機能の集約化が必要である。 

県医師会、香川大学医学部、地域の中核病院等からなる検討の場では、上記

の状況を踏まえ、本県は十分な道路交通網が整備されており、本県の人口規模

と面積を勘案すれば、三次機能を担う医療機関を中核として、救急医療体制を

東西の２つの圏域に再編することが望ましい旨一致した意見があったところで

ある。 

② 現在、三次救急の機能を有する救命救急センターが高松医療圏の県立中央病

院と香川大学医学部附属病院の２ヵ所に整備されており、高松医療圏及び大川

医療圏は、これら救命救急センターから３０分圏内でほぼカバーされている。

小豆医療圏は、圏域内だけで重症患者の受入体制を確保するのが困難であり、

防災ヘリコプターの活用など、高松医療圏の三次医療機関との密接な連携によ

って救急搬送体制を確保する必要がある。 

中讃医療圏及び三豊医療圏は、現在、救命救急センターがなく、地域の中核

病院が連携して救急医療の需要増に対応しているが、高松医療圏の救命救急セ

ンターから最も遠い地域である三豊総合病院に三次機能を担う地域救命救急セ

ンターを整備すること等により、両医療圏を一体的に位置づけた県西部全体の

救急医療を担う体制を確保することが可能である。 

③ 総合周産期については、現在、三次救急の機能を有する総合周産期母子医療

センターが、高松医療圏の香川大学医学部附属病院と中讃医療圏の香川小児病

院の２ヵ所に整備されており、県全体を東西で区分した受入体制を確保してい

る。小児救急についても、現在、県東部は香川大学医学部附属病院が、県西部

は香川小児病院が三次機能を担う中核病院となっており、県全体を東西で区分

した受入体制を確保している。 

④ 本県では、急性期から回復期、維持期、在宅までの切れ目ないケアを確保す
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るため、平成１７年から香川労災病院等の県内の急性期、回復期病院が参加す

る「香川シームレスケア研究会」において、脳卒中等の地域連携クリティカル

パスを作成、運用している。同研究会は、主に中讃・三豊医療圏で運営する研

究会と高松・大川医療圏で運営する研究会に分かれて活動しており、医療機関

の連携の現場でも、県全体を東西で区分して連携を図っている。 

 

 

４．計画の対象期間 

 

  本計画は、平成２２年１月８日から平成２６年３月３１日までの期間を対象とし

て定めるものとする。 
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（隣接する小豆及び大川医療圏のうち救命救急 

センターを中心に医療機関の連携体制を構築 

し、救急医療体制を整備する地域を含む） 
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５．現状と課題 

 

（１）高松医療圏の救命救急センター等の救急医療体制 

① 高松医療圏の救急医療体制は、市内中心部にある県立中央病院と大川医療圏

に近接する香川大学医学部附属病院の２ヶ所に救命救急センターを設置すると

ともに、県立中央病院、高松赤十字病院、高松市民病院、香川県済生会病院、

屋島総合病院、社会保険栗林病院、ＫＫＲ高松病院、高松平和病院による二次

輪番体制がとられている。 

平成１９年の高松市消防局における救急搬送先（中等症以上の重症患者７４

５７人）のうち、県立中央病院が２４０３人、香川大学医学部附属病院が６９

５人、高松赤十字病院が１２６５人、高松市民病院が１００３人となっており、

４病院で救急搬送の半数近くを受け入れている。 

  ② 平成１９年１月～３月までの間に、高松医療圏の救急病院で診療時間外に受

診した患者のデータをみると、患者全体（１１１６１人、一日平均１２４人）

に占める県立中央病院の患者数（１８５７人）は１６.６％、高松赤十字病院の

患者数（２３４１人）は２１.０％、香川大学医学部附属病院の患者数（９８７

人）は８.８％、高松市民病院の患者数（９４２人）は８.４％となっており、

時間外の患者の半数以上（５５％）が４病院で受診している。 

③ 高松市消防の管轄地域（直島町を除く全域・さらに中讃医療圏の綾川町を含

む）の救急搬送人員は、平成１９年は１９０９８人であり、平成１４年の１６

１３８人と比較すると、５年間で１８.３％増加している。搬送人員を事故種別

にみると急病が５５．７％、次いで交通事故が１５．６％となっており、急病

を原因とする搬送が過半数を占めている。 

また、主に高松医療圏の医療機関が受入れ先となっている、大川医療圏と小

豆医療圏における圏外への救急搬送人数は、平成１９年ではそれぞれ１２０４

人、１６７人となっており、平成１５年のそれぞれ１００１人、１０９人と比

較すると、５年間でそれぞれ２０％、５３％増加している。 

特に、平成２１年６月に内海病院で常勤の循環器内科の医師２名が退職して

以降、小豆医療圏から防災ヘリを活用した救急搬送が増加しており、平成２０

年の防災ヘリコプターによる高松医療圏への搬送件数は１６件で、月当たり約

１．３件であったが、平成２１年６月から８月までの間における防災ヘリコプ

ターによる高松医療圏への搬送件数は１１件で、月当たり３．６件と大幅に増

加している。 

④ 高松医療圏では、患者推計によれば、患者数が２０２０年～３０年までに２

００５年現在よりも約１０％増加する。特に、脳梗塞や心疾患など循環器系の
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患者数は、２０１５年までに２０％、２０２５年までに３４％増加し、引き続

き、救急医療に対する非常に高い需要増が見込まれている。 

⑤ 高松医療圏では、内科と小児科の二次輪番体制をとっているが、最近の専門

医に偏った教育システムの弊害や医療訴訟の増加等により、内科であっても消

化器内科の当直医は循環器内科や呼吸器内科の救急患者には十分な対応がで

きないなど、二次輪番体制が十分に機能せず、結果的に三次機能を有する県立

中央病院や高松赤十字病院等に救急搬送が集中している。これらの医療機関で

は、軽症患者のみならず中・重症患者が集中して搬送される結果、勤務医が疲

弊し、高松医療圏の救急体制の維持が困難になるおそれがある。 

⑥ 平成１９年１月～３月までの間に、高松医療圏の救急病院（救命救急センタ

ー、二次輪番病院及び救急告示病院）で診療時間外に受診した患者（１１１６

１人、一日平均１２４人）のうち、入院患者（１９６７人）の割合は１７．６％

となっており、８割以上がいわゆる入院を要しない軽症患者である。同様に救

急搬送患者数（１９７４人）の割合は１７．７％となっており、診療時間外に

受診した患者の８割以上は救急搬送ではなく、自らの移動手段で来院している。 

    本県及び高松市では、救急病院において診療時間外に軽症の患者が受診しな

いよう、軽症の場合には翌日にかかりつけ医に受診するなど、救急医療の適正

受診の広報啓発を行っているが、より効果の高い対策の実施が求められている。 

⑦ 高松市では、高松市夜間急病診療所を設置し、毎日１９時３０分から２３時

３０分まで、内科及び小児科の初期救急の診療体制を確保しており、平成１９

年度では一日平均３８.３人、年間１万４千人の患者が受診している。 

また、本県では、初期救急体制を補完するため、毎日１９時から２３時まで

小児夜間電話相談事業を実施しており（平成２０年９月以降、平日夜間も対応）、

１日当たり平均６.８件、年間１８１８件の利用実績（平成２０年度）がある。

このうち、「助言指導で解決した」が３２．４％、「昼間にかかりつけ医を受診

するように勧める」が１７．４％、「何かあれば医療機関に行くように勧める」

が２６．１％、「すぐに最寄りの医療機関に行くように勧める」が１８．９％と

なっており、救急病院の適正受診に一定の効果がある。救急病院における時間

外の受診患者の８割以上が入院を要しない軽症患者であること等から、初期救

急を強化する対策として、高松市からは、電話相談の対応時間を朝まで延長す

ることや大人にも対応した電話相談に事業を拡充することについて要望がある。 

 

（２）小豆医療圏の救急医療の現状と課題 

① 小豆医療圏は、圏域が小豆島、豊島等の島から構成され、四国及び本州から

橋梁等でつながっておらず、高松医療圏等にはフェリー、高速艇等を利用して

移動せざるを得ないため、高度・専門医療へのアクセスに地理的な制約がある。 
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急性期を担う病院は、土庄中央病院（１２６床（一般８９床、療養３２床、

結核５床））と内海病院（１９６床（一般１４５床、療養４２床、結核５床、感

染症４床））の２つの公立病院だけであり、２病院以外の一般病床は２４床（２

つの有床診療所）である。圏域内には現在、診療所が８つしかないため、２病

院は入院を要する患者への医療のほか、民間診療所が担ってきた初期診療を提

供している。また、内海病院は、産科、透析など圏域内唯一の専門医療を提供

するほか、第二種感染症指定病院、災害拠点病院等の役割を担っている。 

 外来患者の受診先は、小豆医療圏が８４.２％、高松医療圏が１４.８％とな

っており、８割以上が小豆医療圏で受診しているが、高松医療圏で受診する患

者が１割以上いる。入院患者の入院先は、小豆医療圏が７５.８％、高松医療圏

が１８.４％、中讃医療圏が２.８％、大川医療圏が２.５％となっており、入院

患者のうち高松医療圏に入院する患者が２割程度いる。 

  ② 中等症以上の患者（入院を要する患者）の年間の搬送件数は、土庄中央病院

が３３３人、内海病院が２９６人、合計６２９人となっている（平成１９年）。

このうち、３週間以上の入院を要する重症患者の搬送件数は、土庄中央病院が

１０１人、内海病院が６７人となっている。また、小豆医療圏から高松医療圏

主要病院への救急搬送人員（転院を含む。中等症以上）は、平成２０年で１３

４人となっている。 

２病院では、域内での患者数が減少し、高度医療に必要な設備投資や人材の

確保が困難になってきている。このため、急性心筋梗塞など重症の救急患者に

ついては、いったん２病院に搬送した上で、防災ヘリや高速艇により高松医療

圏の県立中央病院（救命救急センター）等に搬送する体制をとっている。 

特に、平成２１年６月に内海病院で常勤の循環器内科の医師２名が退職して

以降、小豆医療圏から高松医療圏への救急搬送が急増しており、平成２１年６

月から８月までの間における防災ヘリコプターによる高松医療圏への搬送件

数は１１件で、月当たり３．６件となっており、それ以前に比べて大幅に増加

している。 

③ 小豆医療圏の従事医師数は、平成１８年末現在で５２人であり、平成１２年

の５４人から２人減少している。人口１０万人当たりの医師数（平成１８年末

現在）は１５７.１人であり、全国平均（２０６.３人）よりマイナス約２５％

の水準である。土庄中央病院の常勤医師数は１１名、内海病院の常勤医師数は

１５名、このうち自治医科大学の義務年限の医師が５名である。内海病院は、

本年６月に常勤の循環器内科医２名が退職したばかりであり、今後もさらに医

師が退職するおそれがあることから、医師の確保が喫緊の課題となっている。 

④ 小豆医療圏の看護師数（准看護師を含む）は、平成２０年末現在で３３７人

であり、平成１０年の３００人からは３７人増加している。人口１０万人当た
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り（平成２０年末現在）では、１０５２．４人であり、県平均（１３０１.９人）

よりマイナス約２０％の水準となっている。平成２１年９月現在で、土庄中央

病院は１３対１看護、内海病院は１０対１看護となっており、医師だけでなく

看護師の確保も課題となっている。 

他地域から医師や看護師が通勤することが困難であるため、地域で医師や看

護師を確保し、定着を図る必要があるが、若年人口そのものの減少が著しく進

んでいるため、小豆医療圏だけでの医療従事者の確保の取組が困難となってい

る。医療従事者が多い高松医療圏の中核病院や香川大学医学部との連携など、

県全体での医師・看護師確保の取組が必要である。 

  ⑤ 患者に占める高齢者の割合は、２００５年現在は６割程度（６２.３％）であ

るが、２０１５年には７割程度（６９.９％）、２０３０年には８割程度（７７.

２％）に上昇する。特に、後期高齢者の割合は、２００５年現在で約４割（３

９.３％）であるが、２０２５年には約５割（５２.５％）、２０３５年には約６

割（５８.８％）にまで上昇する。高齢者ができるだけ住みなれた地域で生きが

いをもって暮らすことができるよう、介護予防事業など保健福祉サービスとも

連携した在宅医療の充実や、患者一人ひとりの生活全般や地域ケアに対応でき

る総合医の確保が求められる。 

  ⑥ 周産期医療については、小豆医療圏では現在、内海病院だけが唯一の産科を

有する医療機関であり、２名の産科医がいて年間１８０件（平成１８年度）の

実績がある。若年人口が減少する中で、地域で安心して出産し、育てることが

できる環境を引き続き確保することが、小豆医療圏の人口減少対策でも重要で

あることから、地域で従事する産科医の養成・確保が必要である。 

現在、県内に従事する産科医は、平成１８年末現在で８７人であり、平成１

０年の１０９人から２０％減少している。県内に従事する２０代の産科医は３

名、３０代の産科医は１６名であり、産婦人科医会の会員の約６割は５０歳以

上となっており、今後１０～２０年間に産科医の減少がさらに進むことが予想

される。このため、若手の産科医の養成が急務となっている。 

⑦ 小豆医療圏の助産師の数は、平成１８年末現在で６名である。産科医の成り

手が不足している中で、安心して出産できる場を確保するため、正常分娩や妊

婦の健康管理等を業務とする助産師の養成・確保も必要である。 

⑧ 本県は、遠隔医療や医療機関の連携等を推進するため、香川大学医学部、県

医師会及び県が協力して、インターネットを利用した「かがわ遠隔医療ネット

ワーク（略称：Ｋ－ＭＩＸ）」を構築している。 

現在、Ｋ－ＭＩＸは、①レントゲン等の患者の画像データを伝送し、専門医

の助言を受けることができる、②紹介状（画像ファイルの添付が可能）をイン

ターネットで容易に送ることができる、③地域連携クリティカルパスを共有し
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て、患者への切れ目ない医療サービスを提供する等に利用されており、県内外

の医療機関が利用している（平成２１年６月現在、７９医療機関が参加）。 

内海病院では、平成２０年度から、総務省の地域ＩＣＴ利活用モデル構築事

業において、香川大学医学部附属病院と協力して、テレビ会議システムを活用

したリアルタイムでの情報交換ができる遠隔医療の推進に取り組んでいる。地

域連携クリティカルパスの導入などメニューの拡充や加入医療機関の増加に対

応して、迅速で安定したネットワークを維持するため、Ｋ－ＭＩＸのサーバの

更新やシステムの改修が必要になっている。 

  ⑨ 小豆医療圏は今後、人口及び患者数の著しい減少が見込まれることから、２

病院が安定的な経営を確保しつつ、不採算の政策医療を含め、必要な医療提供

体制を維持していくためには、経営体制等について抜本的な見直しが必要であ

る。公立病院改革ガイドラインを踏まえ、本県が平成２１年３月に取りまとめ

た「かがわ公立病院再編・ネットワーク化指針」では、２病院の再編・ネット

ワーク化について、以下のとおり整理したところである。 

・ 島全体の広域的な観点で２病院の機能分担を図り、分野ごとにより高度な

医療サービスを提供するとともに、経営の効率化を実現することが望ましい。 

   ・ 連携に当たっては、島内・島外の交通事情に配慮する必要がある。 

   ・ 当面は、経営主体は統合しないが、病院間で相互に適切な機能分担が図ら

れるよう、病床規模や診療科目の再編成に取り組む。また、必要に応じて、

医薬品、診療材料等の共同購入など効率的な調達、医師の相互派遣による協

力体制の構築、医療情報の共有又は医療提供の連携体制の構築に取り組む。 

   ・ さらに厳しくなる状況変化に備えて、中長期的には、経営主体の統合を視

野に入れ、病院、開設主体等が合同で継続的に協議を進める。 

 

（３）大川医療圏の救急医療の現状と課題 

① 大川医療圏の救急医療体制については、高速自動車道等の道路交通網で隣接

する高松医療圏と密接につながっており、高松医療圏の香川大学医学部附属病

院が大川医療圏との境に位置しているため、同病院の救命救急センターから３

０分圏内でほぼカバーされている。 

 平成１８年度までは県立津田病院、県立白鳥病院、さぬき市民病院の３つの

公立病院があったが、将来人口や受療動向、各病院の経営状況を勘案し、本県

とさぬき市との間で病院等の再編を行い、県立津田病院を平成１９年度から県

立診療所に改変し、平成２１年度にさぬき市に移譲するとともに、県立白鳥病

院及びさぬき市民病院が旧県立津田病院の機能の一部を引き継いだ。また、さ

ぬき市民病院については、平成２３年度に建替えすることとしており、これら

一連の再編により、大川医療圏の一般病床の数は、平成１６年度末では６１４
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床であったが、平成２３年度には４５０床程度になる予定である。 

② 外来患者の受診先は、大川医療圏が７５.９％、高松医療圏が２３.１％とな

っており、外来患者の４分の１近くが高松医療圏で受診している。入院患者の

入院先は、大川医療圏が６３.１％、高松医療圏が３３.５％となっており、大

川医療圏に住所を有する入院患者のうち３分の１が高松医療圏で入院している。 

    中等症以上の患者（入院を要する患者）の年間の搬送人員は、さぬき市民病

院が６１８人、県立白鳥病院が４４９人となっている（平成１９年）。このうち、

３週間以上の入院を要する重症患者の搬送人員は、さぬき市民病院が１３４人、

県立白鳥病院が１０２人となっている。また、大川医療圏から高松医療圏主要

病院への救急搬送人員（転院を含む。中等症以上）は、平成１９年で６５８人

となっている。 

    なお、隣接する高松医療圏の香川大学医学部附属病院は、中等症以上の患者

の年間の搬送人員が１０５０人、３週間以上の入院を要する重症患者の搬送人

員が３７１人となっている（平成１９年）。 

③ 大川医療圏では、患者数が２０３５年には現在の９割程度に減少するが、脳

梗塞や心疾患など循環器系の患者数は、２０２５年までに現在より１６％増加

し、引き続き、救急医療に対する需要増が見込まれる。 

また、患者に占める高齢者の割合は、２００５年現在は６割程度（５７.１％）

であるが、２０２０年には７割程度（６９.６％）に上昇する。後期高齢者の

割合は、２００５年現在で３人に１人（３３.４％）であるが、２０２５年に

は約５割（５０.７％）にまで上昇する。 

さぬき市民病院は、３０分圏内に香川大学医学部附属病院があり、周辺に開

業医も少ないことから、患者が一次機能を求めており、高度医療への機能の特

化が難しい状況にある。このため、香川大学医学部附属病院と連携して、救急

医療の需要増に対応した救急医療体制を確保する必要がある。また、高齢者の

患者の増加等に備えて、地域の保健福祉サービスとの連携や在宅医療など在宅

復帰に向けた機能の強化が必要になっている。 

 

（４）精神科医療の現状と課題（県全体に係るもの） 

精神科の救急医療体制については、平成２０年に善通寺病院とさぬき市民病院、

岡病院が相次いで精神病床を休止・廃止したことにより、特に大川医療圏では精

神科病院がなくなり、高松医療圏で両圏域の患者を受け入れていることから、高

松医療圏における精神病床の病床利用率（９５％程度）が高く推移しており、処

遇困難者の受入れや精神科救急のための受入病床が十分に確保できていない。 

また、身体合併症を有する精神疾患患者で、精神症状の重症な者は、精神病床

を有する総合病院で対応する必要があるが、複数の公立病院で精神科を休止・廃
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止した結果、県内では高松医療圏の高松市民病院（精神病床７０床）と中讃医療

圏の回生病院（同５１床）だけが対応できる医療機関となっている。さらに高松

市民病院は、移転整備予定の高松市新病院において精神病床を廃止する方針とし

ており、今後、回生病院への搬送が集中することが予想されることから、身体合

併症患者への対応が課題となっている。 

 

（５）がん医療の現状と課題（県全体に係るもの） 

 ① 本県の平成２０年のがんによる死亡者数は２,９４２人で、全死亡者の２７．

６％を占めている。がん診療の地域格差をなくし、質の高いがん医療を提供す

るため、香川大学医学部附属病院、県立中央病院、高松赤十字病院、香川労災

病院、三豊総合病院の５病院をがん診療連携拠点病院に指定するとともに、県

がん診療連携拠点病院である香川大学医学部付属病院を中心に、がん診療連携

拠点病院が連携してがん診療の質の向上や連携体制の強化を図っている。 

 ② がんの予防については、早期発見に資するがん検診の受診率の向上を図ること

が不可欠である。そこで、香川県がん対策推進計画（平成２０年３月策定）にお

いては、平成２４年度末までに、がん検診受診率を５０％以上とする目標を掲げ

ているが、現状は、各がん検診とも２０～３０％台と低迷している。特に乳がん

検診は「マンモグラフィ検査」を受診しやすい体制の整備が必要である。 

 ③ がん診療連携拠点病院等で電子カルテと院内がん登録データ入力のシステ

ム連携が取れていないため、「院内がん登録」が進んでいない。また、各病院間

の電子カルテソフトなどが統一されていないため、病院相互間でのデータの共

有化もできていない。 

がんの予防や医療対策を効果的に推進するため、がん罹患率や手術後の経過

等がん患者に関する情報を集約する「地域がん登録」の参加病院の拡充を図っ

ている。 

 

 

６．目標の設定 

（１）救急医療体制 

  高松医療圏では、脳梗塞や心疾患など循環器系の患者数は、２０１５年までに

２０％、２０２５年までに３４％増加し、救急医療に対する高い需要増が見込ま

れる。また、小豆医療圏の基幹病院での循環器内科の常勤医の退職等により、小

豆医療圏から高松医療圏への防災ヘリコプター等による救急搬送も急増してい

ることから、これらの課題に対応するため、以下のとおり救急医療体制の機能を

強化する。 



 １６ 

  ① 高松医療圏及び周辺医療圏で急増する救急医療の需要に対応するため、新県

立中央病院（平成２５年度開院予定）において、循環器科・心臓血管外科を集

積し、専門病棟を備えた「心臓センター」と、神経内科・脳神経外科を集積し、

専門病棟を備えた「脳卒中センター」を設置する。また、救命救急センターに

おいては、救急車の駐車スペースの拡大やトリアージスペースの確保、救急処

置室などの外来面積の拡張（３．６倍程度に拡張）などを行う。また、集中治

療室（ＩＣＵ）４床に加え、高度治療室（ＨＣＵ）を新たに１２床設け、集中

治療部門を強化することにより、より多くの重症患者を受け入れることが可能

となる。 

② ２４時間３６５日の三次機能を担う医療機関が、超急性期の患者の受入れに

対応した病床を円滑に確保することができるよう、三次機能を担う救命救急セ

ンターを中核として、回復期・維持期を担う医療機関、在宅医療を担う医療機

関までの後方支援の連携体制を構築する。 

  ③ 小豆島など島嶼部からのヘリコプターによる救急搬送を強化するため、新県

立中央病院に新たにヘリポートを設置する。また、夜間を含めた安心した救急

搬送体制を確保するため、高松市において救急艇を整備する。これらの対策に

より、小豆医療圏から高松医療圏への救急搬送能力を増強する。 

 防災ヘリコプターを活用した救急搬送については、島嶼部の一次搬送先の病

院（内海病院等）の医療体制の状況に応じて、香川大学医学部附属病院等の医

師をピックアップしてから救急搬送を行う、いわゆる防災ヘリコプターのドク

ターヘリ的活用の積極的な運用を行う。 

④ 高松市が運営する夜間急病診療所について、現在の内科医１名、小児科医１

名の体制を、平成２６年までに内科医１名、小児科医１名、眼科１名、耳鼻科

１名に拡充し、初期救急の受入体制の機能を強化する。また，深夜帯での初期

救急の強化が求められていることから、現在の診療時間（１９時３０分から２

３時３０分）を翌朝まで延長することについて、平成２６年までに地域の開業

医等の協力を得る。これにより診療人数は、年間２００％程度まで増やすこと

が可能である。 

  ⑤ 初期救急体制を強化するため、できるだけ早期に小児救急電話相談の対応時

間を翌朝８時まで延長するとともに、平成２２年度中に成人にも電話相談の対

象を拡大する。これらの対策により、救急病院での時間外の軽症患者の受診者

数を７割程度まで減少させ、救急病院の勤務医の負担の軽減を図る。 

⑥ 平成２５年度までに広域災害･救急医療情報システムと周産期医療情報シス

テムの改修を行い、両システムの情報の共有が可能な相互互換性のあるシステ

ムとする。 
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（２）医師確保対策、看護師確保対策の推進 

   医師及び看護師の確保については、高松医療圏及び中讃医療圏に人口あたりの

医師及び看護師が集中・偏在していることから、医師及び看護師の養成数を増や

すとともに、県全体で医師及び看護師がバランスよく配置されるための取組が必

要である。このため、以下の対策を講じることとする。 

  ① 本県で臨床研修を終えた若手医師の３～４割が県外で就職していることから、

若手医師が県内でキャリアアップできるよう、医師が不足している医療機関に

も循環型で従事しながら、専門医及び総合医の取得をめざす「香川県医師育成

キャリア支援プログラム」を平成２２年度から実施する。プログラム参加者の

研修奨励金、国内外の教育施設等への留学の研究費補助、研修指導医への活動

助成などを盛り込み、本計画期間中にプログラム参加者を３０名以上確保し、

臨床研修を終えた若手医師の８割以上が県内に定着する仕組みを整備する。 

  ② 香川大学医学部に、地域医療に従事する医師の養成を目的とした寄附講座を

創設する。地域医療に関する体系的な教育・実習を充実させ、香川大学医学部

の地域枠入学者や県の修学資金貸付者が県内の地域医療にスムーズに定着でき

るような教育・研修体制を整備する。 

  ③ 平成２２年度から１０年間、香川大学医学部及び愛媛大学医学部にそれぞれ

５名、２名の県民医療推進枠を設け、県内医療機関への一定期間の従事を条件

とする県の修学資金を貸し付けることとし、その結果、既存の修学資金貸付者

分と合わせ、平成３０年には３０名程度、平成４０年には９０名程度の県内医

療機関従事義務者を確保する。 

④ 女性医師等の復職支援や医師及び医療従事者が県内で医療技術の維持と向上

が図られるよう、香川大学医学部内に「香川地域医療・キャリアサポートセン

ター（仮称）」を整備する。 

  ⑤ 特に看護師が不足している島嶼部の医療機関（政策医療を担う公立医療機関

に限る。）に看護師を一定期間派遣する場合に、派遣元の医療機関に対し、新た

に看護師を補充するなどのための補助を行うとともに、当該派遣された看護師

に対し、専門医療機関等で定期的に研修するための研修費・旅費等に係る手当

を支給する制度を創設する。 

 

（３）医療機関の連携体制 

  県東部地域における救急の受入体制の強化と、急性期からリハビリ期・維持期、

在宅までの切れ目ないケアを確保するため、三次機能（救命救急センター）を有

する県立中央病院及び香川大学医学部附属病院を中心として、以下のとおり医療

機関の連携体制を整備する。 

① かがわ遠隔医療ネットワーク（Ｋ－ＭＩＸ）を活用し、地域連携クリティカ
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ルパスとも連携した患者情報の共有システムを整備し、医療機関の連携体制を

強化する。Ｋ－ＭＩＸは、インターネット環境を活用することで、高松医療圏

だけでなく県内外の医療機関も参加できるネットワークであるので、医療圏や

県域を越えた医療機関の連携にも活用できる。サーバ機器の更新など伝送速度

の向上等の基盤整備を図り、ネットワークの参加医療機関を平成２４年度まで

に１００機関とする。 

② 小児夜間電話相談事業の拡充や初期救急を担う高松市夜間急病診療所の機

能を強化するとともに、二次輪番病院の機能は、高松赤十字病院、高松市民病

院、ＫＫＲ高松病院等の急性期に特化した医療機関に集約化し、担当日以外に

患者ができるだけ来院しないよう、二次輪番病院への適正受診について関係自

治体等による住民への広報を推進する。二次輪番病院で対応困難な場合の「最

後の砦」である救命救急センターの機能を強化するため、新県立中央病院に「心

臓センター」と「脳卒中センター」を整備する。 

③ 救命救急センターで円滑に救急患者の受入れができるよう、必要な病床を確

保するため、屋島総合病院、さぬき市民病院等は、急性期からリハビリ期に移

行した患者の受入れ等を行う後方支援病院としての機能を強化する。また、か

がわ総合リハビリテーション病院では、回復期リハビリテーションや在宅医療

の機能を強化する。 

④ 高松市中南部地域における中核病院を整備するため、高松市において、高松

市民病院と高松市国民健康保険香川病院を移転統合し、高松市新病院を整備す

るとともに、高松市国民健康保険塩江病院をその附属医療施設として整備する

こととし、平成２６年度中の開院に向けて、計画的な整備を推進する。 

⑤ 大川医療圏の救急医療体制については、香川大学医学部附属病院（救命救急

センター）と連携し、増大する救急需要に対応するとともに、地域で必要な医

療を確保するため、県立津田病院、県立白鳥病院、さぬき市民病院の３病院を

再編し、平成２３年度にはさぬき市民病院の建替えを行う。 

 

（４）在宅医療体制 

  高松医療圏では、団塊世代が後期高齢者になる２０２５年には、患者に占める

後期高齢者の割合が現在の２７.１％から４２.６％にまで急増する。高齢者や障

害者ができるだけ住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、以

下のとおり、在宅医療を充実する。 

 ① 現在、県看護協会では、家族のレスパイトケアを含め、医療管理や専門的な

看護ケアが必要な重度の要介護者等が住み慣れた地域で暮らせることができ

るよう、訪問看護ステーションと協働で療養通所介護施設を運営している。利

用者からは、通所サービスに加えて、短期入所サービス（ショートステイ）の
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要望もあることから、現在の療養通所介護施設の機能を拡充する。また、訪問

看護サービスに従事する職員への研修・再研修の手当等を創設し、訪問看護サ

ービスの従事者の充実を図る。これにより、当該医療圏の訪問看護サービス１

事業所当たりの利用者数を１．７倍（全国平均の水準）に増やすことが可能と

なる。 

 ② 医療ニーズのある要介護者の増加に対応し、医療と介護の連携や保健福祉サ

ービスと連携した在宅医療の充実、地域ケアの確保等を図るため、在宅医療を

担う人材のネットワークづくり、在宅医療・訪問看護等を担う人材の養成・支

援のための枠組みを整備・強化する。 

 ③ 高松市歯科救急医療センターにおいて、顎骨骨折等に対応した撮影装置を整

備し、救急の歯科医療体制を充実する。 

 ④ 離島住民への歯科診療体制の充実のために、てしまオリーブ歯科診療所の設

備の充実を図る。 

 

（５）精神科医療（県全体に係るもの） 

① 処遇が困難な者や精神科救急医療システムで対応できなかった者などの緊急

な医療に対応できるよう２４時間３６５日対応可能とするため、精神科救急指

定病院の中で常時空床を２床確保するなどにより、最終的な受入先を確保する。 

② 重度の身体合併症患者を常時受入れ可能な体制とするため、精神病床を有す

る社会医療法人総合病院回生病院を身体合併症拠点病院に指定する。 

 

（６）がん対策（県全体に係るもの） 

香川県がん対策推進計画においては、がんによる死亡者の減少と、全てのがん

患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上の実現を全体目標

として掲げており、がんの分野別施策を総合的かつ計画的に推進する。 

① 胃がん、子宮がん、肺がん、乳がん及び大腸がんに係るがん検診の受診率を、

平成２４年度末までに５０％以上にする。 

② 院内がん登録実施医療機関及び地域がん登録協力医療機関数を３０機関以上

とし、地域がん登録届出件数を年間３，５００件数以上とすることを目標とし、

より精度の高いがん登録事業の推進を図る。 
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７．具体的な施策 

（１）高松医療圏で取り組む事業（ただし、隣接する小豆及び
大川医療圏のうち救命救急センターを中心に医療機関の連
携体制を構築し、救急医療体制を整備する地域を含む） 

 

【県立中央病院の機能強化（三次救急医療の機能強化】 

 ・事業期間：平成２２年度～２５年度 

・総事業費：25,000,000 千円（基金負担分 1,000,000 千円、国庫補助金 707,300 千

円、事業者負担分 23,292,700 千円） 

（目的） 

県立中央病院の救命救急センター等の機能強化により、小豆医療圏、大川医療

圏を含めた県東部の三次救急医療体制の強化を図る。 

（事業内容） 

新県立中央病院（平成２５年度開院予定）に専門病棟を備えた「心臓センター」

と「脳卒中センター」を設置し、救命救急センターの機能を強化する。これによ

り、現在の中重等症以上の救急患者の受入体制を増強する。 

 

【高松市民病院、香川病院、塩江病院の統合再編】 

 ・事業期間：平成２４年度～２６年度 

 ・総事業費 22,544,000 千円 

（基金負担分 500,000 千円、事業者負担分 22,044,000 千円） 

（目的） 

   高松市中南部地域における中核病院を整備することにより、当該地域の安定的

な医療提供体制を確保する。 

（各種事業） 

   高松市民病院と高松市国民健康保険香川病院を移転統合し、高松市国民健康保

険塩江病院をその附属医療施設として再編整備する等により、高松市中南部地域

の中核病院の整備を行う。 

 

【救命救急センターの後方支援機能の充実】 

 ・事業期間：平成２４年度～２６年度 

・総事業費 205,422 千円（基金負担分198,971 千円、事業者負担分6,451 千円） 

 （目的） 

   高松医療圏において、三次機能を担う県立中央病院等の後方機能としての病床

を確保し、救命救急センターでの円滑な患者の受入れが可能な機能分担を図る。 
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 （事業内容） 

   屋島総合病院の移転整備において、急性期からリハビリ期に移行した患者の受入

れや在宅復帰等、救命救急センターの後方支援病院としての機能等を強化する。 

 

【初期救急医療体制の充実強化（高松市夜間急病診療所の整備）】 

 ・事業期間：平成２２年度～２５年度 

 ・総事業費 210,000 千円（基金負担分 70,000 千円、国庫補助金 3,500 千円、事業者

負担分 136,500 千円） 

（目的） 

   高松医療圏をはじめとする周辺医療圏の救急医療体制の機能分化・効率化を図

るため、初期救急を担う夜間急病診療所を整備・強化する。 

（事業内容） 

   老朽化し駐車場も狭い高松市夜間急病診療所を移転整備するとともに、現在の内

科、小児科に加えて、耳鼻科、眼科も対応できるよう、診療所の機能を強化する。 

 

【在宅医療の充実強化（訪問看護ステーションの充実）】 

・事業期間：平成２２年度～２５年度 

・総事業費 106,680 千円（基金負担分 96,680 千円、事業者負担分 10,000 千円） 

（目的） 

   高齢者の患者の増加に対応した在宅医療の充実を図るため、24 時間体制の訪問

看護ステーションを整備する。 

（事業内容） 

   香川県看護協会が運営する高松訪問看護ステーションおいて、現行の訪問看護、

療養通所介護施設に加え、モデル的に２４時間看護師駐在のショートステイを整備

する。また、運営が軌道に乗るまでの期間、運営費の助成を行う。 

 

【在宅医療を担う人材のネットワークづくり】 

 ・事業期間：平成２２年度～２５年度 

 ・総事業費 4,000 千円（基金負担分 4,000 千円） 

（目的） 

医療ニーズのある要介護者の増加に対応し、医療と介護の連携や保健福祉サー

ビスと連携した在宅医療の充実、地域ケアの確保等を図るため、在宅医療を担う

人材のネットワークづくり、在宅医療・訪問看護等を担う人材の養成・支援のた

めの枠組みを整備・強化する。 

（事業内容） 

高松市医師会（調整中）に人材のネットワークづくりや人材の養成・支援のた
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めの枠組みづくりを委託する。 

 

【島嶼部における看護職員の確保】 

 ・事業期間：平成２２年度～２５年度 

 ・総事業費 53,963 千円（基金負担分 37,831 千円） 

（目的） 

   特に不足が著しい小豆島等の島嶼部の看護職員の確保を図る。 

（事業内容） 

島嶼部において政策医療を担う公立医療機関に看護師を一定期間、派遣する場

合に、派遣元の医療機関に対し、新たに看護師を補充するための補助を行うとと

もに、当該派遣された看護師に対し、専門医療機関等で定期的に研修するための

研修費・旅費等に係る手当を支給する。 

また、へき地などの医療機能の充実を図るため、「かがわ医療福祉総合特区」事

業として、ドクターコム利活用促進事業やオリーブナース育成支援事業を実施す

る。 

 

【救急歯科診療体制の充実】 

 ・事業期間：平成２２年度 

 ・総事業費 4,410 千円（基金負担分 3,000 千円、事業者負担分 1,410 千円） 

（目的） 

   休日夜間等の救急歯科診療機能の充実強化を図る。 

（事業内容） 

   高松市歯科医師会が運営する高松市歯科救急医療センターに、歯科デジタルパノ

ラマ断層撮影装置を設置する。 

 

【離島における歯科診療体制の充実】 

 ・事業期間：平成２２年度～２５年度 

 ・総事業費 20,027 千円（基金負担分 20,000 千円） 

（目的） 

   離島における歯科診療体制の充実を図る。 

（事業内容） 

   土庄町豊島にある「てしまオリーブ歯科診療所」において、レントゲン室などの

設備の充実を行う。 

 

【大川地区の病院機能の再編】 

 ・事業期間：平成２２年度～２３年度 

 ・総事業費 7,520,000 千円（基金負担分 200,000 千円、国庫補助金 707,300 千円、

事業者負担分 6,612,700 千円） 

（目的） 
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   さぬき市民病院を新たに整備することにより、廃止された津田病院が担ってい

た救急医療や周産期医療等の機能を引き継ぐとともに、香川大学医学部附属病院

（救命救急センター）の後方支援病院として、大川地区の地域医療を支える。 

（事業内容） 

   さぬき市民病院の整備において、急性期からリハビリ期に移行した患者の受入

れや在宅復帰等、救命救急センターの後方支援病院としての機能等を強化する。 

 

【乳がん検診等実施体制強化事業】 

・総事業費 102,450 千円（基金負担分 51,225 千円、事業者負担分 51,225 千円） 

（目的） 

低迷しているがん検診（乳がん）受診率を向上させるために、検診機器を整備

する。 

（各種事業） 

① マンモグラフィ機器搭載の巡回車両の整備 

・事業期間：平成２２年度 

・総事業費 72,000 千円（基金負担分 36,000 千円、事業者負担分 36,000 千円） 

・マンモグラフィ機器を搭載した巡回車両を香川県総合健診協会に整備し、集

団検診を促進する。 

② マンモグラフィ機器の整備 

   ・事業期間：平成２２年度～２３年度 

   ・総事業費 30,450 千円（基金負担分 15,225 千円、事業者負担分 15,225 千円） 

・マンモグラフィ機器を整備した医療機関がない小豆医療圏の基幹病院（内海

病院）に機器を整備し、受診率の向上に努める。 

 

 

（２）県全体で取り組む事業 

 

【夜間救急電話相談事業の拡充】 

・事業期間：平成２２年度～ 

・総事業費 55,960 千円（基金負担分 31,056 千円、国庫補助金 24,904 千円） 

（目的） 

休日夜間等の時間外の受診患者の８割以上が軽症患者であることを踏まえ、現

在実施している小児救急電話相談事業の対象を成人に拡大するとともに、相談時

間を翌朝まで延長することにより、初期救急医療体制の拡充と救急医の負担軽減

を図る。 

（事業内容） 
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現在実施している小児救急電話相談事業に加え、成人を対象とした電話相談事

業を開始し、電話相談の受付時間を午後７時から翌朝８時までに拡充する。 

 

【広域災害・救急医療情報システムと周産期医療システムの改修事業】 

・事業期間：平成２３年度～ 

・総事業費 171,121 千円（基金負担分 121,926 千円、国庫補助負担分 49,195 千円） 

（目的） 

医療情報システムのネットワーク化により、救急医療と周産期医療の連携を強

化する。 

（事業内容） 

現行の広域災害・救急医療システムと周産期医療システムを統合・改修し、両

システムの情報を共有することが可能となるシステムを新たに構築する。 

 

【遠隔医療ネットワークの機能強化】 

 ・事業期間：平成２２年度～２５年度 

 ・総事業費 72,148 千円（基金負担分 72,148 千円） 

（目的） 

 本県では、平成１５年度に、全国に先駆けて全県的遠隔医療ネットワーク（Ｋ-

ＭＩＸ）を整備し、現在は、県医師会が運営しているが、その後、各種機能が追加

され、システム導入後６年経過したこと、参加医療機関が増加していること等を

踏まえ、現在のセンターサーバー機器等を更新するなど、医療機関の連携の機能

を強化する。 

（事業内容） 

香川県医師会が行うＫ-ＭＩＸサーバの更新やシステム改修などの基盤強化に

対して支援する。 

 

【精神科医療体制の強化】 

・総事業費 109,383 千円（基金 72,355 千円） 

（目的） 

   身体合併症や処遇が困難な患者など、緊急に医療が必要な患者を常時受入れで

きるよう、精神科救急医療体制の強化を図る。 

（各種事業） 

① 精神科救急拠点病院の機能強化 

   ・事業期間：平成２３年度～ 

   ・事業総額 25,328 千円（基金負担分 25,328 千円） 

   ・現行の精神救急医療システム（輪番制）について、新たに精神科救急指定病
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院の指定及び精神科救急医療圏の見直しを行う。また、２４時間３６５日、

緊急な医療に対応するため、精神科救急指定病院の中で、常時空床を２床確

保することなどにより、最終的な受入先を確保する。 

② 身体合併症の拠点病院の確保 

・事業期間：平成２２年度～ 

   ・事業総額 74,055 千円（基金負担分 37,027 千円） 

・精神科のある総合病院（回生病院）を身体合併症拠点病院に指定し、身体合

併症患者の最終的な受入先を確保する。 

  ③ 香川大学医学部に地域連携精神医学に係る寄附講座を設置 

・事業期間：平成２５年度～ 

・総事業費 10,000 千円（基金負担分 10,000 千円） 

・香川大学医学部に地域連携精神医学に関する寄附講座を設置し、地域におけ

る身体合併症患者の受入体制や精神科医療行政についての支援の研究等を行

う。 

 

【救急医療体制の強化】 

・事業期間：平成２５年度～ 

・総事業費 28,336 千円（基金負担分 28,336 千円） 

（目的） 

   長時間搬送先の決まらない患者について一時的でも受け入れできる医療機関の

確保を図るなど円滑かつ適正な救急搬送の充実を図る。 

（事業内容） 

   救急拠点病院における患者の受入の円滑化を図るため、常時空床を確保するこ

となどにより、受入先を確保する。 

８．地域医療再生計画終了後に実施する事業 

地域医療再生計画の計画期間が終了した後においても、本計画に掲げる目標を達成

するとともに、医師確保、救急医療の確保など、地域医療を取り巻く課題の解決を図

るため、以下に掲げる事業については、平成２６年度以降も引き続き実施する。 

 

①夜間救急電話相談事業の拡充 

   単年度事業額（予定） ３０，０００千円 

②精神科救急拠点病院の機能強化 

   単年度事業額（予定） ２７，０００千円 

③身体合併症（精神科）の拠点病院の確保 

   単年度事業額（予定） １３，０００千円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県地域医療再生計画 

（中讃医療圏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 ２ ２ 年 １ 月 

香 川 県 



 １ 

香川県地域医療再生計画 

 

  

１．計画の趣旨 

 

  本計画は、香川県において産科・小児科・救急医療等の医師の確保、重症患者に

対応した救急医療及び周産期の医療提供体制の整備等が喫緊の課題となっている

ことを踏まえ、これら地域医療が直面する課題を解決することを目的として、「地

域医療再生計画について」（平成２１年６月５日医政発第 0605009 号厚生労働省医

政局長通知）に基づき、緊急かつ重点的に取り組む必要がある施策の目標及び実施

計画を策定するものである。 

  本計画の策定に当たっては、年齢階級別及び男女別の将来推計人口並びに受療率

に基づき、二次保健医療圏（以下「医療圏」という。）注ごとの疾患別の将来の患者

数を推計することにより、現時点だけでなく、今後１０～２０年先の地域医療を取

り巻く課題に対応した定量的な目標を設定した。 

  なお、身近な地域で必要な医療を受けることができる体制を確保するためには、

本計画に基づく医師確保対策や医療提供体制を強化するための各医療機関、医療関

係者及び自治体による取組だけでなく、「地域の医療は地域の住民が守る」という

県民一人ひとりの意識が不可欠である。県としては、本計画の実施とともに引き続

き「地域医療を守るための宣言（ルールやマナーを守りましょう）」の定着など地

域医療に関する県民の理解と意識の醸成にも取り組むこととする。 

注：本県の医療圏は、県東部の大川医療圏、小豆島等の小豆医療圏、高松市を中心とする高

松医療圏、県中部の中讃医療圏、県西部の三豊医療圏の５医療圏から構成されている。 

 

 

２．計画が対象とする重点分野 

 

（１）本県では、平成２０年度県政世論調査（平成２０年７月実施：標本数３千人、

有効回収数３９％）において、地域医療の確保に関し特に力をいれるべき分野に

ついて、県民の意見を聞いたところである（複数の施策から３つを選択）。 

世論調査の結果では、６割を超える者（６１．５％）が「医師や看護師など医

療従事者の確保・育成」を選択し、４割を超える者（４３．５％）が「夜間や休
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日などの救急医療体制の確保」を選択している。次いで「在宅で寝たきりなどに

なった場合の在宅医療・在宅歯科医療の充実」が３１．８％、「無駄な受診をしな

いための患者への意識啓発、情報の提供」が２７．３％、「医療機関間の連携（診

療の計画の共有化等）や役割分担の推進」が２６．６％、「がんなどの緩和ケアに

対応できる医療機関の整備」が２６．２％、「出産や子育てに関する医療の確保」

が２４．２％、「へき地や地域で幅広い領域の診療に対応できる病院・診療所の確

保・充実」が１８．９％、「高度な先進医療の推進」が１６．３％となっている。 

   年齢別では、各年代で「医師や看護師など医療従事者の確保・育成」が最も高

く、次いで「夜間や休日などの救急医療体制の確保」、３番目に高いのが３０代で

は「出産や子育てに関する医療の確保」、４０代では「がんなどの緩和ケアに対応

できる医療機関の整備」、５０代以上では「在宅で寝たきりなどになった場合の在

宅医療・在宅歯科医療の充実」となっている。 

   圏域別では、各医療圏で「医師や看護師など医療従事者の確保・育成」が最も

高く、次いで「夜間や休日などの救急医療体制の確保」、３番目に高いのが東讃地

域注１では「がんなどの緩和ケアに対応できる医療機関の整備」、高松地域注２では

「医療機関間の連携や役割分担の推進」、その他の地域では「在宅で寝たきりなど

になった場合の在宅医療・在宅歯科医療の充実」となっている。 

注１ 東讃地域：東かがわ市、さぬき市。なお、集計上の分類である。 

注２ 高松地域：高松市、三木町、直島町、綾川町。なお、集計上の分類である。 

 

（２）本県では、医師確保対策の検討のため、医療圏ごとの年齢階級別・男女別の将

来推計人口（国立社会保障人口問題研究所「日本の市区町村別人口推計（平成２

０年１２月）」を集計）に基づき、疾患ごとの年齢階級別・男女別の受療率（人口

１０万人当たり患者数、厚生労働省「患者調査（平成１７年）」）を用いて、疾患

ごとの将来の患者数を推計（以下「患者推計」という。）したところである。 

患者推計によれば、本県全体の患者数の見通しについて、以下の結果が得られ

たところである。 

  ① 本県全体の患者数は、２０１５年～２５年には現在（２００５年）よりも約

５％増加するが、その後減少局面に入り、２０３５年には現在と同程度の水準

になることが見込まれる。 

  ② 患者に占める６５歳以上の者の割合は、現在は５割強であるが、２０３５年

には７割近くに達する。 

  ③ 脳梗塞や心疾患など循環器系の患者数は、２０２０年には現在よりも約２

０％増加し、救急医療に対する高い需要増が見込まれる。 

④ がん（新生物）の患者数は、２０１５年～２０年には現在よりも１０％以上

増加する。 
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  ⑤ 骨折など筋骨格系の患者数は、２０３５年には現在よりも約１５％増加する。 

  ⑥ 妊娠・分娩、周産期の患者数は減少傾向にあり、２０３５年には現在の６割

程度の水準に減少する。 

   医療圏別にみると、以下の結果が得られたところである。 

① 高松医療圏は、患者数が２０２０年～３０年までに現在よりも約１０％増加

する。特に、循環器系の患者数は、２０１５年までに現在より２０％、２０２

５年までに３４％増加し、救急医療に対する非常に高い需要増が見込まれるこ

とから、救急医療体制の強化が喫緊の課題である。がん（新生物）の患者数も、

２０２０年には現在より約２０％増加する。 

  ② 小豆医療圏は、患者数が２０３５年には現在の８割以下の水準に減少するが、

患者に占める後期高齢者の割合は、現在の４割程度から２０３５年には６割程

度に増加する。高度医療へのアクセスに地理的制約がある中で、圏域を超えた

救急搬送や高齢者の増加に対応した保健福祉サービスの確保が必要である。 

③ 中讃医療圏は、患者数が２０１５年までに現在よりも約５％増加するが、そ

の後は減少が見込まれる。循環器系の患者数は、２０２０年には現在より１８％、

２０２５年には現在より２３％増加し、救急医療への高い需要増が見込まれる。 

  ④ 大川医療圏は、患者数が２０３５年には現在の９割程度に減少するが、循環

器系の患者数は、２０２５年までに現在より１６％増加し、引き続き、救急医

療に対する需要増が見込まれる。 

⑤ 三豊医療圏は、患者数が２０３５年には現在の９割程度に減少するが、循環

器系の患者数は、２０２５年までに現在より１１％増加し、引き続き、救急医

療に対する需要増が見込まれる。 

 

（３）本計画の策定に当たって、県医師会、香川大学医学部、地域の中核病院等から

構成される検討の場で、救急医療体制のあり方、周産期・小児医療体制のあり方

等について議論したところ、以下のような意見があったところである（詳細は、

現状と課題に記述）。なお、医師確保対策は、県医師会、香川大学医学部、県内の

中核病院をメンバーとする「地域医療人育成専門委員会」において、若手医師が

県内に定着するための方策について議論し、同委員会の提言を踏まえ、平成２２

年度から「香川県医師育成キャリア支援プログラム」を実施することとしている。 

  ① 高松医療圏では、現在の二次輪番体制にほころびが生じ、一部の病院への救

急搬送が増加しているなど、このままでは救急の受入れが困難になるおそれが

ある。県立中央病院等で重症患者の受入れのベッドを確保するためのリハビリ

期・維持期に対応した後方支援の機能を担う医療機関も不足している。２５年

度に開院予定の新県立中央病院の移転整備と２６年度に開院予定の新高松市民

病院の移転整備にあわせ、地区医師会が協力した初期救急体制の拡充を含め、
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救急医療体制の拡充・機能強化が必要である。 

  ② 大川医療圏では、中核病院であるさぬき市民病院は、３０分圏内の高松医療

圏に香川大学医学部附属病院があり、周辺に開業医も少ないことから、患者が

一次機能を求めており、高度医療への機能の特化が難しい状況にある。高齢者

の患者の増加等に備えて、在宅復帰に向けた機能の強化が必要になっている。 

  ③ 小豆医療圏では、基幹病院の一つである内海病院の循環器内科の常勤医２名

の退職等により、高松医療圏の救命救急センター等への防災ヘリコプターによ

る救急搬送が増加しているが、２２年度も医師が退職するおそれがあり、二次

救急の機能の維持も危機的状況にある。医師だけでなく、看護師も特に若い看

護師が島外に出ていってしまうため、看護師の確保・定着策も喫緊の課題であ

り、医療従事者の確保の抜本的な対策が急務である。 

  ④ 中讃医療圏では、善通寺病院で常勤の脳外科医が退職してから、善通寺市内

の救急患者が丸亀市の香川労災病院等に搬送されるなど、一部の医療機関に救

急搬送のしわ寄せが生じている。救急病院の時間外の患者の８割以上が入院を

要しないいわゆる軽症患者であることから、勤務医が疲弊して救急体制が崩壊

しないためには、地域の開業医が協力した初期救急体制の整備が必要である。 

  ⑤ 三豊医療圏では、診療所医師の高齢化・無床化、夜間の看護師等のスタッフ

の不在等により、深夜の初期救急に対応できる開業医がほとんどいなくなって

おり、三次機能まで担う三豊総合病院に初期救急の患者が押し寄せ、勤務医の

負担が急増している。今後も高齢者を含めた圏域内の救急需要は増えると見込

まれることから、地域の開業医と連携した救急医療体制の強化が必要である。 

  ⑥ 県全体の救急医療体制は、当直医の専門分野以外は対応できない輪番病院や

初期救急に対応できない開業医の増加等を背景として、二次医療圏単位の輪番

体制を前提とした従来型の救急体制の維持が限界になりつつある。勤務医が疲

弊して救急医療体制そのものが崩壊しないためには、入院を要する中・重等症

以上の患者（従来は二次輪番と三次救急医療機関で対応）の救急医療は、二交

代制に向けて一定数以上の救急医を確保した医療機関で対応するなど、救急機

能の集約化が必要であり、本県の人口規模と面積を勘案すれば、三次機能を担

う医療機関を中核として県全体を２つの圏域に再編することが望ましい。 

⑦ 総合周産期の医療体制については、新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）だけでな

く後方病床が十分でないため、ハイリスクの母体や新生児の円滑な受入れに支

障が生じている。小児の救急体制については、中讃医療圏の香川小児病院では、

時間外の小児患者の受入れが年間２万件程度に達しており、中讃医療圏以外の

他医療圏からの患者の受診が半分ちかくを占めている。産科と小児科は、医師

不足も深刻化しており、重点的な医師確保対策を講じる必要がある。 
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（４）県政世論調査及び患者推計を踏まえると、地域医療の確保のため以下の対策に

優先的に取り組むことが求められるが、県内の中核病院や香川大学医学部等によ

る検討の場でも「救急医療体制の強化」と「医師確保対策」を求める意見が大き

かったことから、本計画では特にこの２つの対策に重点的に取り組むこととする。 

① 医師や看護師など医療従事者の確保・育成の推進 

② 脳梗塞や心疾患等の緊急性の高い重症患者に対応できる救急医療体制の強化 

③ 高齢者の患者の増加に対応した在宅医療・歯科医療体制の整備・充実 

④ 出産や子育てに関する医療の確保 

⑤ がんなどの高度医療を安心して受けることができる体制の確保 

 

 

３．計画が対象とする医療圏 

 

（１）本県の医療圏は、県東部の大川医療圏、小豆島の小豆医療圏、高松市を中心と

する高松医療圏、県中部の中讃医療圏、県西部の三豊医療圏の５医療圏から構成

されている。各医療圏の人口（平成２０年３月末現在）は、大川医療圏が約９万

１千人、小豆医療圏が約３万４千人、高松医療圏が約４５万５千人、中讃医療圏

が約３０万３千人、三豊医療圏が約１３万７千人となっている。 

 

（２）医師確保については、県全体の人口１０万人当たりの医師数（平成１８年末）

は２３８.７人であり、全国平均（２０６.３人）と比較すると約１６％プラスの

水準である。医療圏別では、大川医療圏が１５５.２人、小豆医療圏が１５７.１

人、高松医療圏が２８６.６人、中讃医療圏が２２３.７人、三豊医療圏が１８７.

７人となっており、高松医療圏は全国平均より約４０％プラスの水準であり県内

の医療人材が集中しているが、大川医療圏及び小豆医療圏は全国平均よりマイナ

ス約２５％、三豊医療圏はマイナス約１０％の水準となっている。 

   圏域間で医師が偏在していることから、医師不足の地域で必要な医師が確保で

きるよう、県行政、県医師会、香川大学医学部、県内の中核病院等が協力して県

全体の視点から医師確保対策に取り組む必要がある。 

特に、小豆医療圏は、離島であるため、高松医療圏など他の地域から医師や看

護師が通勤することが困難であり、地域で医師や看護師を確保し、定着を図る必

要もあるが、圏域内で若年人口そのものの減少が進んでおり、他の医療圏と連携

した抜本的な医療従事者の確保対策が急務となっている。 

 

（３）地域医療再生計画は、国の策定指針において、医療圏単位を基本に２つの医療
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圏まで策定することとされている。本県の地域医療再生計画においては、救急医

療体制の機能強化・再編を機軸として、以下の理由により、「高松医療圏（隣接す

る小豆及び大川医療圏のうち救命救急センターを中心に医療機関の連携体制を構

築し、救急医療体制を整備する地域を含む）」と「中讃医療圏（隣接する三豊医療

圏における救命救急センターの整備による救急医療体制の整備を含む）」を対象と

して計画を策定する。 

   なお、医師・看護師確保対策など県全体で取り組むことが必要な具体的事業に

ついては、便宜的に両医療圏の計画に分割して盛り込むこととする。 

① 救急医療体制については、当直医の専門分野以外は対応できない輪番病院の

増加等を背景として、二次医療圏単位の輪番体制を前提とした従来型の救急体

制の維持が限界になりつつある。勤務医が疲弊して救急医療体制そのものが崩

壊しないためには、中・重等症以上の患者は二交代制に向けて一定数以上の救

急医を確保した医療機関で対応するなど、救急機能の集約化が必要である。 

県医師会、香川大学医学部、地域の中核病院等からなる検討の場では、上記

の状況を踏まえ、本県は十分な道路交通網が整備されており、本県の人口規模

と面積を勘案すれば、三次機能を担う医療機関を中核として、救急医療体制を

東西の２つの圏域に再編することが望ましい旨一致した意見があったところで

ある。 

② 現在、三次救急の機能を有する救命救急センターが高松医療圏の県立中央病

院と香川大学医学部附属病院の２ヵ所に整備されており、高松医療圏及び大川

医療圏は、これら救命救急センターから３０分圏内でほぼカバーされている。

小豆医療圏は、圏域内だけで重症患者の受入体制を確保するのが困難であり、

防災ヘリコプターの活用など、高松医療圏の三次医療機関との密接な連携によ

って救急搬送体制を確保する必要がある。 

中讃医療圏及び三豊医療圏は、現在、救命救急センターがなく、地域の中核

病院が連携して救急医療の需要増に対応しているが、高松医療圏の救命救急セ

ンターから最も遠い地域である三豊総合病院に三次機能を担う地域救命救急セ

ンターを整備すること等により、両医療圏を一体的に位置づけた県西部全体の

救急医療を担う体制を確保することが可能である。 

③ 総合周産期については、現在、三次救急の機能を有する総合周産期母子医療

センターが、高松医療圏の香川大学医学部附属病院と中讃医療圏の香川小児病

院の２ヵ所に整備されており、県全体を東西で区分した受入体制を確保してい

る。小児救急についても、現在、県東部は香川大学医学部附属病院が、県西部

は香川小児病院が三次機能を担う中核病院となっており、県全体を東西で区分

した受入体制を確保している。 

④ 本県では、急性期から回復期、維持期、在宅までの切れ目ないケアを確保す
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るため、平成１７年から香川労災病院等の県内の急性期、回復期病院が参加す

る「香川シームレスケア研究会」において、脳卒中等の地域連携クリティカル

パスを作成、運用している。同研究会は、主に中讃・三豊医療圏で運営する研

究会と高松・大川医療圏で運営する研究会に分かれて活動しており、医療機関

の連携の現場でも、県全体を東西で区分して連携を図っている。 

 

 

４．計画の対象期間 

 

  本計画は、平成２２年１月８日から平成２６年３月３１日までの期間を対象とし

て定めるものとする。 
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５．現状と課題 

 

（１）救急医療の現状と課題 

 ① 中讃医療圏の救急医療体制は、回生病院、坂出市立病院、香川労災病院、善

通寺病院及び滝宮総合病院による二次輪番体制がとられているが、実質的には

交代での受入体制ではなく、参加病院が原則として毎日対応する運用をしてい

る。 

善通寺病院では、平成２０年２月から脳神経外科の常勤医が不在となり、労

災病院や回生病院に救急搬送のしわ寄せが生じており、救急体制の強化が課題

となっている。 

② 平成１９年の中讃医療圏における救急搬送人員（高松市消防局の管轄である

綾川町を除く）は、平成１９年は１１，４０９人であり、平成１４年の９，９

２７人と比較すると、５年間で１４.９％増加している。平成１９年の搬送人員

を事故種別にみると、急病が５３．２％、次いで交通事故が１６.０％となって

おり、急病を原因とする搬送が過半数を占めている。また、中讃医療圏から県

内他医療圏主要病院への搬送件数（中等症以上）は、平成１９年で１５９人と

なっており、特に、三豊総合病院への搬送件数は、１８人となっている。 

   患者推計によれば、中讃医療圏の患者数は２０１５年までに２００５年現在

よりも約５％増加するが、脳梗塞や心疾患など循環器系の患者数は、２０２０

年までに１８％、２０２５年までに２３％増加し、引き続き、救急医療に対す

る高い需要増が見込まれている。 

  ③ 平成１９年１月～３月までの間に、中讃医療圏の二次輪番病院と救急告示医

療機関で診療時間外に受診した患者（８２７６人）のうち、入院患者（１４４

２人）の割合は１７.４％となっており、８割以上がいわゆる入院を要しない軽

症患者である。同様に救急搬送患者数（１３０８人）の割合は１５.８％となっ

ており、診療時間外に受診した患者の８割以上は救急搬送ではなく、自らの移

動手段で来院している。二次輪番病院では、入院を要する重症患者に対応でき

るよう、夜間での診療体制を確保しているが、軽症患者が押し寄せるため、現

場の勤務医が疲弊し、救急医療体制そのものの確保が厳しくなっている。 

本県及び関係市町では、救急病院において診療時間外に軽症の患者が受診し

ないよう、軽症の場合には翌日にかかりつけ医に受診するなど、救急医療の適

正受診の広報啓発を行っているが、地域の開業医の協力による初期医療に対応

した夜間急病施設の整備など、初期救急体制の強化が課題となっている。 

  ④ 三豊医療圏では、診療所医師の高齢化・無床化、夜間の看護師等のスタッフ

の不在等により、深夜の初期救急に対応できる開業医がほとんどいなくなって
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おり、三次機能まで担う三豊総合病院に初期救急の患者が押し寄せ、勤務医の

負担が急増している。今後も高齢者を含めた圏域内の救急需要は増えると見込

まれることから、地域の開業医と連携した救急医療体制の強化が必要である。 

  ⑤ 三次救急医療体制は、現在、高松医療圏の県立中央病院及び香川大学医学部

附属病院に救命救急センターが整備されているが、今後も増加が見込まれる救

急需要に適切に対応するため、救命救急センターからの距離が遠い県西部地区

での三次救急体制の整備が課題となっている。 

    隣接する三豊医療圏の三豊総合病院は、３週間以上の入院を要する重症患者

の受入件数が年間６８５件に達しており（平成１９年）、救命救急センターを

有する県立中央病院（同６０１件）及び香川大学医学部附属病院（同３７１件）

と比較して三次救急に相当する受入実績を有している。こうした点を踏まえ、

平成２３年度に三豊総合病院に地域救命救急センターを設置する旨、平成２１

年３月の県医療審議会で答申したところである。 

 ⑥ 香川小児病院は、総合周産期母子医療センターとして、新生児集中管理室（Ｎ

ＩＣＵ）９床、母体・胎児集中治療管理室（ＭＦＩＣＵ）６床を整備し、高度

な周産期医療を提供している。平成１９年の中等症以上の救急患者の搬送件数

は４０４件であり、三次救急を担う医療機関として、中讃医療圏や三豊医療圏

のほか県外からも多数の救急小児患者を受け入れている。 

平成１９年度のＮＩＣＵの利用率は９７％と非常に高く、後方病床２１床も

常に満床の状況が続いているため、ハイリスクの母体や新生児の受入れに支障

が生じている。 

また、時間外の小児患者の受入れが年間２万件程度に達しており、中讃医療

圏以外の他医療圏からの患者の受診が半分ちかくを占めている。産科と小児科

は、医師不足も深刻化しており、重点的な医師確保対策を講じる必要がある。 

 

（２）医療従事者の現状と課題 

 ① 中讃医療圏の人口１０万人当たりの医師数（平成１８年末）は２２３.７人

であり、県全体（２３８.７人）と比較すると６％マイナスの水準であるが、全

国平均（２０６.３人）と比較すると８％プラスの水準である。隣接する三豊医

療圏の人口１０万人当たりの医師数は１８７.７人であり、県全体より約２０％

マイナス、全国平均より約１０％マイナスの水準になっている。 

   圏域間で医師が偏在していることから、医師が不足している地域で必要な医

師が確保できるよう、大学、県内の中核病院、地域の医療機関が連携した医師

確保対策が必要である。 

② 県内に従事する産科医は、平成１８年末現在で８７人であり、平成１０年の

１０９人から２０％減少している。県内に従事する２０代の産科医は３名、３
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０代の産科医は１６名であり、産婦人科医会の会員の約６割は５０歳以上とな

っており、今後１０～２０年間に産科医の減少がさらに進むことが予想される。

このため、若手の産科医の養成が急務となっている。 

③ 県内に就業する助産師は２４７人（平成２０年末現在、届出総数）であり、

就業場所別にみると病院・診療所が２１０人（８５.０％）と最も多く、次いで

助産所が２０人（８.１％）、その他１７人（６.９％）となっている。人口１０

万人当たりの助産師数は２４.６人となっており、全国平均（２１．８人）と比

べて１．３％プラスの水準である。 

本県の総分娩件数は、平成１９年で８７４５件となっており、平成１７年の

８２５６件と比較して約５００件増加している。分娩ができる産科医療機関は、

平成１７年には２９施設であったが、平成２０年には２５施設と４施設減少し

ており、１施設あたりの分娩件数は増加している。産科医が減少する中で産科

医１人当たりの分娩件数も増加していることから、正常分娩の介助や産後ケア、

新生児訪問等の保健指導など、安心して出産できる環境を確保するため、助産

所や助産師が担う役割がますます重要になっている。 

県内には、助産師の養成施設として、県立大学１校に看護学科（選択制で定

員１０人）が設置されており、平成２１年３月の卒業者（看護業務就業者）１

０人のうち県内の就業者数は５人（５０.０％）となっている。資格を有しなが

ら就労していないいわゆる潜在助産師が再就労しやすい環境づくりや、現任教

育などの教育体制の充実が求められている。 

 

（３）臓器移植の現状と課題（県全体に係るもの） 

  ① 県内で腎臓移植を希望している者は１２８人（平成２１年５月末日）となっ

ている。県では、財団法人香川いのちのリレー財団を設け、１名の移植コーデ

ィネーターを専任で配置し、臓器移植の推進や県民の臓器移植に関する理解を

深めるための普及啓発活動に取り組んでいる。その結果、心停止後の腎臓の提

供者は、平成２０年３人、平成１９年２人、平成１８年２人となっており、県

の人口当たりの提供件数では、全国トップクラスの水準となっている。ただし、

移植コーディネーターは、２４時間待機を求められる過酷な環境等から、長期

間の勤務が厳しい実態がある。 

  ② 改正臓器移植法が平成２２年７月に試行されると、脳死からの臓器提供者が

増え、提供者の家族を精神的に支援し、提供手続きを進めて移植を待つ患者へ

の「橋渡し役」となる移植コーディネーターの業務量が増加すると予想される。 

  ③ 県内における骨髄ドナー登録者数は、１,８１７人（平成２１年５月末日）で、

登録対象年齢人口（１８～５４歳）千人当たりの登録者の割合は、全国３９位

となっている。一方、骨髄移植を希望されている方は１１人（平成２１年５月
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末日）となっている。 

 

６．目標の設定 

（１）救急医療体制 

  中讃医療圏をはじめとする県西部地域の安定的な救急医療体制の確保を図る

ため、以下のとおり救急医療体制の機能を強化する。 

① 三豊総合病院に地域救命救急センターを整備し、県内のほぼ全域が救命救急

センターから３０分圏内となるよう、三次救急医療体制を強化する。 

② 香川小児病院と善通寺病院との統合病院において、ＮＩＣＵを現在の９床か

ら１５床に、ＭＦＩＣＵを現在の６床から９床に、継続治療室（ＧＣＵ）を２

１床から３０床に増床し、後方病床としてポストＮＩＣＵを５０床整備し、総

合周産期医療の三次救急機能を強化する。 

  ③ 中讃医療圏の二次救急医療体制を強化するために、救急患者が集中している

香川労災病院のＩＣＵを現在の６床から１６床に増床する。 

④ 県西部地域の初期救急体制を強化するため、三豊総合病院に急患センター（Ｅ

Ｒ型救急）を設置し、地域の開業医や大学等の応援医師が協力・担当する体制

を整備する。 

⑤ 初期救急体制を強化するため、できるだけ早期に小児救急電話相談の対応時

間を翌朝８時まで延長するとともに、平成２２年度中に成人にも電話相談の対

象を拡大する。その結果、救急病院における時間外の患者のうち軽症患者の割

合を７割まで減少させる。 

⑥ 平成２５年度までに広域災害･救急医療情報システムと周産期医療情報シス

テムの改修を行い、両システムの情報の共有が可能な相互互換性のあるシステ

ムとする。 

⑦ 救急病院において診療時間外に軽症の患者が受診しないよう、軽症の場合に

は翌日にかかりつけ医に受診するなど、救急医療の適正受診に関する普及啓発

活動を行なう。 

⑧ 休日の歯科診療の充実のために、香川県歯科医師会に歯科在宅当番医による

休日救急歯科診療を委託する。 

 

（２）医療機関の連携体制 

  県西部地域における救急の受入体制の強化と、急性期からリハビリ期・維持期、

在宅までの切れ目ないケアを確保するため、三豊総合病院に地域救命救急センタ

ーを設置するとともに、以下のとおり医療機関の連携体制を整備する。 
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① かがわ遠隔医療ネットワーク（Ｋ－ＭＩＸ）を活用し、地域連携クリティカ

ルパスとも連携した患者情報の共有システムを整備し、医療機関の連携体制を

強化する。Ｋ－ＭＩＸは、インターネット環境を活用することで、中讃医療圏

だけでなく県内外の医療機関も参加できるネットワークであるので、医療圏や

県域を越えた医療機関の連携にも活用できる。サーバ機器の更新など伝送速度

の向上等の基盤整備を図り、ネットワークの参加医療機関を平成２４年度まで

に１００機関とする。 

② 小児夜間電話相談事業の拡充や三豊総合病院における急患センター（ＥＲ型

救急）の設置により、初期救急医療の体制を強化するとともに、担当日以外に

患者ができるだけ来院しないよう、二次輪番病院への適正受診について関係自

治体が住民への広報を推進する。 

③ 総合周産期及び小児救急については、新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）の増床

やポストＮＩＣＵの整備など、香川小児病院の三次救急機能の強化を図る。 

④ 救命救急センターで円滑に救急患者の受入れができるよう、必要な病床を確

保するため、坂出市立病院、滝宮総合病院等は、急性期からリハビリ期に移行

した患者の受入れ等を行う後方支援病院としての機能を強化する。 

⑤ 在宅歯科診療を実施しようとする医療機関に対して必要な医療機器の整備

に要する費用を助成し、寝たきり患者等への在宅歯科診療体制を強化する。 

 

（３）医師確保対策、看護師確保対策の推進（県全体に係るもの） 

   医師及び看護師の確保については、高松医療圏及び中讃医療圏に人口あたりの

医師及び看護師が集中・偏在していることから、医師及び看護師の養成数を増や

すとともに、県全体で医師及び看護師がバランスよく配置されるための取組が必

要である。このため、以下の対策を講じることとする。 

  ① 本県で臨床研修を終えた若手医師の３～４割が県外で就職していることから、

若手医師が県内でキャリアアップできるよう、医師が不足している医療機関に

も循環型で従事しながら、専門医及び総合医の取得をめざす「香川県医師育成

キャリア支援プログラム」を平成２２年度から実施する。プログラム参加者の

研修奨励金、国内外の教育施設等への留学の研究費補助、研修指導医への活動

助成などを盛り込み、本計画期間中にプログラム参加者を３０名以上確保し、

臨床研修を終えた若手医師の８割以上が県内に定着する仕組みを整備する。 

  ② 香川大学医学部に、地域医療に従事する医師の養成を目的とした寄附講座を

創設する。地域医療に関する体系的な教育・実習を充実させ、香川大学医学部

の地域枠入学者や県の修学資金貸付者が県内の地域医療にスムーズに定着でき

るような教育・研修体制を整備する。 

  ③ 平成２２年度から１０年間、香川大学医学部及び愛媛大学医学部にそれぞれ
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５名、２名の県民医療推進枠を設け、県内医療機関への一定期間の従事を条件

とする県の修学資金を貸し付けることとし、その結果、既存の修学資金貸付者

分と合わせ、平成３０年には３０名程度、平成４０年には９０名程度の県内医

療機関従事義務者を確保する。 

④ 女性医師等の復職支援や医師及び医療従事者が県内で医療技術の維持と向上

が図られるよう、香川大学医学部内に「香川地域医療・キャリアサポートセン

ター（仮称）」を整備する。 

⑤ 医師の地域医療研修の場の一つである瀬戸内海巡回診療船「済生丸」を新た

に建造することとし、関係する４県でその費用の一部を助成する。 

  ⑥ 特に看護師が不足している島嶼部の医療機関（政策医療を担う公立医療機関

に限る。）に看護師を一定期間派遣する場合に、派遣元の医療機関に対し、新た

に看護師を補充するなどのための補助を行うとともに、当該派遣された看護師

に対し、専門医療機関等で定期的に研修するための研修費・旅費等に係る手当

を支給する制度を創設する。 

 ⑦ 看護職員の出産や育児・介護など個々のライフステージに対応し働き続けら

れる就労環境の整備を推進するため、短時間正規雇用等多様な勤務形態の導入

に対する支援を行う。 

 ⑧ 病院保育所の運営費について、国庫補助の対象外となっている公的病院に補

助することとし、子をもつ女性医師、看護師等の離職防止や復職支援を図る。

具体的には、公的病院２ヶ所程度に補助する。 

  ⑨ 平成２４年度までに、県立保健医療大学に助産師養成のための専攻科を設置

する。 

 

（４）臓器移植（県全体に係るもの） 

 ① 「臓器提供意思表示カード」等による普及啓発にあわせ、臓器移植コーディ

ネーターによる出張講座や院内コーディネーターらによる医療機関内での臓器

移植への体制強化を促し、円滑な臓器提供が行われる環境を整備する。 

  ② 骨髄移植に関する県民の理解を深め、骨髄移植登録者を増やす。 
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７．具体的な施策 

（１）中讃医療圏で取り組む事業（ただし、隣接する三豊医療

圏における救命救急センターの整備を含む） 
 

【小児救急医療、周産期医療体制の充実・連携強化】 

 ・事業期間：平成２３年度～２６年度 

 ・総事業費 915,440 千円（基金負担分 450,000 千円、事業者負担分 465,440 千円） 

（目的） 

県民に適切な医療を提供する上で特に医師不足の影響が大きい小児救急・周産

期医療に係る体制を確保するとともに、医療機関相互の連携を深めるため、特に

必要な施設・設備を整備する。 

（事業内容） 

総合周産期母子医療センターである香川小児病院において、善通寺病院との統

合に合わせ、ＮＩＣＵを現在の９床から１５床に増床する。また、ＭＦＩＣＵを

現在の６床から９床に、ＧＣＵを２１床から３０床に増床する。さらにＮＩＣＵ

等の後方病床や周産期医療をスムーズに行うためにポストＮＩＣＵを５０床整備

し、県東部地域の総合周産期母子医療センターである香川大学医学部附属病院等

との相互補完、連携体制の構築を図る。 

 

【中讃医療圏の二次救急機能等の強化】 

・事業期間：平成２２年度～２３年度 

・事業総額 2,962,000 千円 

（基金負担分 300,000 千円、事業者負担分 2,662,000 千円） 

（目的） 

中讃医療圏の二次輪番病院のうち、善通寺病院において平成２０年２月から脳

神経外科の医師が不在となった影響で救急患者が香川労災病院に集中しているこ

とから、当該地域の救急医療体制の強化を図る。 

（事業内容） 

香川労災病院において救急医療体制を強化するため、救急棟を新たに整備し、

ＩＣＵを現在の６床から１６床（ＩＣＵ８床、ＨＣＵ８床）に増床する。 

 

【県西部における地域救命救急センターの整備】 

 ・事業期間：平成２１年度～２３年度 

・事業総額8,364,634千円（基金負担分600,000 千円、国庫補助金707,300 千円、 
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事業者負担分7,057,334 千円） 

（目的） 

県西部地域における三次救急機能の充実を図る。 

（事業内容） 

三豊総合病院において、新救急病棟が稼動する平成２３年度を目途に、地域救

命救急センターを整備する。 

 

【中讃医療圏の後方支援機能の強化】 

・事業総額10,826,000 千円（基金負担分400,000千円、国庫補助金845,686千円、 

事業者負担分9,580,314千円） 

（目的） 

 救命救急センターで円滑に救急患者の受入れができるよう、急性期からリハビ

リ期に移行した患者の受入れを行うなどの後方支援機能を強化する。 

（各種事業） 

① 滝宮総合病院の改築 

   ・事業期間：平成２２年度～２５年度 

・総事業費 7,486,718 千円（基金負担分 199,718 千円、国庫補助金 422,843 千

円、事業者負担分 6,864,157 千円） 

   ・滝宮総合病院を改築し、回復期リハビリテーション病棟を新設する。 

  ② 坂出市立病院の改築 

   ・事業期間：平成２２年度～２５年度 

・総事業費 3,339,000 千円（基金負担分 200,000 千円、国庫補助金 442,843 千

円、事業者負担分 2,716,157 千円） 

   ・坂出市立病院を改築し、二次輪番病院として中讃医療圏の救急医療体制を確

保するとともに、脳梗塞患者のリハビリテーション機能を新設し、香川労災

病院等の後方支援を行う。 

 

 

（２）県全体で取り組む事業 

 

【県内の医療関係機関が連携・協力して取り組む医師養成・確保対策】 

・総事業費 1,001,800 千円 

（基金負担分 651,800 千円、事業者等負担分 350,000 千円） 

（目的） 

産科医や小児科医、救急医等の不足が深刻となる中、臨床研修後の若手医師の
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３～４割が県外に就職しているという現状を受け、香川県において質の高い専門

医及び総合医を養成し、県内定着を促す。 

（各種事業） 

① 香川県医師育成キャリア支援センターを設置し、香川県医師育成キャリア支

援プログラムを実施 

 ・事業期間：平成２２年度～ 

 ・事業総額 84,534 千円（基金負担分 84,534 千円） 

・キャリアパスも含めた医師育成のプログラムとして、「香川県医師育成キャリ

ア支援プログラム」を策定するとともに、プログラムの実施、プログラム修了

者の県内中核病院への就職斡旋等を行う組織として、「香川県医師育成キャリ

ア支援センター」を設置する。また、プログラムへの参加を奨励するため、プ

ログラム参加者に対して、県から一定の研修奨励金の支給や研究費の補助を

行う。 

② 香川大学医学部に地域医療に係る寄附講座を設置 

   ・事業期間：平成２２年度～２５年度 

   ・総事業費 220,000 千円（基金負担分 220,000 千円） 

・香川県が香川大学医学部に地域医療に関する寄附講座を設置し、地域医療に

精通する教員を招聘し、より質の高い地域医療の実践や総合医の養成、養成

プログラムの研究等に取り組む。講座の設置期間は平成２２年度～２５年度

までの４年間とし、教授、准教授等を配置して運営する。 

また、平成２５年度から香川大学医学部に地域連携精神医学に関する寄附講

座を設置し、地域における身体合併症患者の受入体制や精神科医療行政につ

いての支援の研究等を行う。 

③ 県民医療推進枠等による医学部入学定員の増 

・事業期間：平成２２年度～ 

・総事業費 106,560 千円（基金負担分 106,560 千円） 

・県内医療機関に従事する医師の確保のために、県民医療推進枠等として、香

川大学に５名、愛媛大学に２名の増員を１０年間行い、当該医学生に対して、

卒後一定期間の県内医療機関への従事を条件とする奨学金を貸し付ける。 

また、「新成長戦略」による平成２４年度医学部入学定員の増員が、緊急臨時

的に認められることとなったことから、奨学金の貸付を前提とし、香川大学

に香川県枠として１名増員する。さらに、平成２５年度入学者より、愛媛大

学に設定した本県地域枠の２名分を香川大学に振り替えるとともに、香川大

学に１名増員することにより９名枠に拡大し、既存の修学資金貸付者分とあ

わせて県民医療推進枠等を１４名とする。 

④ 香川地域医療・キャリアサポートセンター（仮称）の整備 

   ・事業期間：平成２２年度～２５年度 

   ・総事業費 201,970 千円（基金負担分 200,000 千円） 

   ・女性医師等の復職支援、地域医療学講座（仮称）と連携した地域医療を担う人

材の育成、基礎的医療技術の修得等を支援するため、スキルラボ（臨床技能修

得実習室）等を備えたセンターを香川大学医学部内に整備する。利用対象は、

学内にとどまらず、地域の医療機関に従事する医療従事者も対象とする。 
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⑤ 瀬戸内海巡回診療船「済生丸」の整備 

・事業期間：平成２３年度～２５年度 

・事業総額 400,000 千円（基金負担分 50,000 千円、事業主負担金、船舶振興協

会補助金及び３県補助金 350,000 千円） 

・医師の地域医療研修の場の一つである瀬戸内海巡回診療船「済生丸」を新た

に建造するに当たり、関係４県において必要な補助を行う。 

 

【看護職員の多様な勤務形態導入支援事業】 

 ・事業期間：平成２２年度～２５年度 

 ・事業費 21,448 千円（基金負担分 1,850 千円、国庫補助金 11,598 千円、事業者負

担分 8,000 千円） 

（目的） 

   看護職員の出産や育児･介護などの個々のライフステージに対応し働き続けら

れる就労環境の整備を推進する。 

（事業内容） 

   就労環境整備に関する先行事例を活用した医療機関管理者向けの研修事業や多

様な勤務形態を導入するための指導者派遣事業、短時間正規雇用の導入などの就

労環境を改善するための取り組みに対する補助事業を実施する。 

 

【病院内保育所の運営費の補助】 

・事業期間：平成２２年度～２５年度 

 ・事業費 19,911 千円（基金負担分 19,911 千円） 

（目的） 

   子をもつ女性医師や看護職員等の離職防止、復職支援のために、医療施設の職

場環境を改善する。 

（事業内容） 

   病院内保育所（公的病院）の運営費の一部を補助する。 

 

【助産師養成機能の拡充】 

・事業期間：平成２２年度～２４年度 

 ・事業費 12,014 千円（基金負担分 12,014 千円） 

（目的） 

   産科医や分娩実施施設が減少するなか、助産師の育成を図ることにより、安心

してお産できる環境整備を推進する。 

（事業内容） 

   県立保健医療大学に助産師専攻科を設置する。 
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【地域医療の確保に関する普及啓発事業】 

・事業期間：平成２２年度～ 

 ・総事業費 15,590 千円（基金負担分 13,705 千円） 

（目的） 

モンスターペイシェントやコンビニ受診などによる勤務医の疲弊等を防止する

ため、ルールやマナーを守った適正な受診を県民に促す。 

（事業内容） 

医療機関の適正な受診に関する普及啓発を行うとともに、市町が実施する啓発

事業等を支援する。 

 

【休日救急歯科診療の充実】 

・事業期間：平成２２年度～２５年度 

 ・総事業費 11,400 千円（基金負担分 11,400 千円） 

（目的） 

 休日における歯科の急病患者に対する医療提供体制を確保する。 

（事業内容） 

香川県医師会に在宅当番医制による休日歯科診療事業を委託する。 

 

【在宅歯科診療体制の充実】 

 ・事業期間：平成２２年度 

・総事業費 39,300 千円（基金負担分 13,103 千円、国庫補助負担分 13,103 千円、

事業者負担分 13,094 千円） 

（目的） 

 在宅歯科診療体制の充実を図る。 

（事業内容） 

国の在宅歯科診療設備整備事業（国庫補助事業）を活用し、在宅歯科診療を実

施しようとする歯科診療所に対し必要な医療機器等の整備に係る経費を補助す

る（補助対象箇所を拡充する）。 

 

【歯科医療人材の充実】 

 ・事業期間：平成２２年度～ 

 ・総事業費 6,000 千円（基金負担分 6,000 千円） 

（目的） 

 在宅歯科医療に対応できる歯科衛生士の確保・養成を図るため、未就業歯科衛

生士等への専門的な研修や復職支援等を行う。 
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（事業内容） 

香川県歯科医師会に歯科衛生士への専門研修や復職支援等を委託する。 

 

【臓器移植・骨髄移植の体制強化】 

・事業期間：平成２２年度～２５年度 

 ・事業総額 18,000 千円（基金負担分 18,000 千円） 

（目的） 

臓器移植を推進するために、財団法人香川いのちのリレー財団の体制を強化す

る。併せて、骨髄移植の推進に当たる。 

（事業内容） 

財団法人香川いのちのリレー財団に移植コーディネーターを１名増員し、２名

体制とする。 

 

 

８．地域医療再生計画終了後に実施する事業 

 

地域医療再生計画の計画期間が終了した後においても、本計画に掲げる目標を達成

するとともに、医師確保、救急医療の確保など、地域医療を取り巻く課題の解決を図

るため、以下に掲げる事業については、平成２６年度以降も引き続き実施する。 

 

①香川県医師育成キャリア支援プログラムの実施 

  単年度事業額（予定） ８６，０００千円 

②県民医療推進枠による医学部入学定員の増（奨学金の貸付） 

  単年度事業額（予定） ６０，４８０千円 

③地域医療の確保に関する普及啓発事業 

  単年度事業額（予定） １，０００千円 
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